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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繰り返して連結されることにより主鎖を構成し、９以上１９以下の炭素数で構成された
第一連結主鎖と、前記第一連結主鎖に直接又は間接に結合され、被処理水中の有機酸を吸
着する吸着サイトとしてのアミノ基と、を有する第一繰り返し単位が複数連結されてなる
第一高分子化合物を、前記被処理水に添加する第一高分子添加ステップと、
　繰り返して連結されることにより主鎖を構成し、前記第一連結主鎖の炭素数とは異なり
、かつ、９以上１９以下の炭素数で構成された第二連結主鎖と、前記第二連結主鎖に直接
又は間接に結合され、前記被処理水中の有機酸を吸着する吸着サイトとしてのアミノ基と
、を有する第二繰り返し単位が複数連結されてなる第二高分子化合物を、前記被処理水に
添加する第二高分子添加ステップと、を含むことを特徴とする、水処理方法。
【請求項２】
　前記第一連結主鎖及び前記第二連結主鎖の少なくとも一方には、環構造が含まれている
ことを特徴とする、請求項１に記載の水処理方法。
【請求項３】
　前記第一連結主鎖及び前記第二連結主鎖の少なくとも一方には、不飽和結合が含まれて
いることを特徴とする、請求項１又は２に記載の水処理方法。
【請求項４】
　前記第一連結主鎖及び前記第二連結主鎖の少なくとも一方には、親水性の酸素原子が含
まれていることを特徴とする、請求項１又は２に記載の水処理方法。
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【請求項５】
　前記第一高分子添加ステップ及び前記第二高分子添加ステップは一緒に行われることを
特徴とする、請求項１又は２に記載の水処理方法。
【請求項６】
　前記第一高分子添加ステップ及び前記第二高分子添加ステップは時間差を設けて行われ
ることを特徴とする、請求項１又は２に記載の水処理方法。
【請求項７】
　前記第一連結主鎖の炭素数と前記第二連結主鎖の炭素数とを比較したときに、炭素数が
大きい連結主鎖を有する高分子化合物を先に前記被処理水に添加する、前記第一高分子添
加ステップ又は前記第二高分子添加ステップが行われることを特徴とする、請求項６に記
載の水処理方法。
【請求項８】
　繰り返して連結されることにより主鎖を構成し、９以上１９以下の炭素数で構成された
第一連結主鎖と、前記第一連結主鎖に直接又は間接に結合され、被処理水中の有機酸を吸
着する吸着サイトとしてのアミノ基と、を有する第一繰り返し単位が複数連結されてなる
第一高分子化合物と、
　繰り返して連結されることにより主鎖を構成し、前記第一連結主鎖の炭素数とは異なり
、かつ、９以上１９以下の炭素数で構成された第二連結主鎖と、前記第二連結主鎖に直接
又は間接に結合され、前記被処理水中の有機酸を吸着する吸着サイトとしてのアミノ基と
、を有する第二繰り返し単位が複数連結されてなる第二高分子化合物と、を備えることを
特徴とする、有機酸の凝集剤。
【請求項９】
　前記第一連結主鎖及び前記第二連結主鎖の少なくとも一方には、環構造が含まれている
ことを特徴とする、請求項８に記載の有機酸の凝集剤。
【請求項１０】
　前記第一連結主鎖及び前記第二連結主鎖の少なくとも一方には、不飽和結合が含まれて
いることを特徴とする、請求項８又は９に記載の有機酸の凝集剤。
【請求項１１】
　前記第一連結主鎖及び前記第二連結主鎖の少なくとも一方には、親水性の酸素原子が含
まれていることを特徴とする、請求項８又は９に記載の有機酸の凝集剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水処理方法及び有機酸の凝集剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、北米や豪州等において、オイルサンド、シェールガスやシェールオイル、コール
ベットメタンガス等に代表される非在来型のエネルギー源が注目されている。非在来型の
ガスやオイルは、在来型ガスやオイルとほぼ同量の埋蔵量があると算定されている。その
ため、世界的なエネルギー不足が懸念される中で、これらの活用がますます期待されてい
る。しかし一方で、非在来型ガス田やオイル田では、ガスやオイルを地中から抽出する際
に大量の水を利用し、その随伴水が環境上大きな問題となっている。
【０００３】
　例えば、カナダでのオイルサンドの随伴水は、不純物として、オイルに共存している大
量の有機物を含み、その中にはナフテン酸のような生態系への影響が懸念されている物質
も含まれている。また、使用されなくなったガス田から排出される水（随伴水）にも、大
量の有機物が含まれていることがある。現状では、これらの随伴水は、溜池に貯められ、
自然蒸発によって処理されている。しかし、この随伴水の算出量は、オイル抽出の増大に
伴い増加する方向にある。そのため、溜池の造成や、溜池周辺での野生動物への生態影響
の抑制が大きな課題となっており、例えば随伴水等の水中から有機物を効率よく除去する
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ことが、環境的に重要な課題となっている。
【０００４】
　そこで、水中の有機物を除去する方法として、特許文献１に記載の技術が知られている
。特許文献１には、汚水に含まれる有機酸を除去する汚水浄化方法であって、汚水に対し
て、酸性基を有する水溶性高分子化合物と、三価の金属塩と、を別々に混合して有機酸を
含む凝集物を生成させ、凝集物を除去することにより汚水に含まれる有機酸を除去するこ
とが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－４５５２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１には、有機物として、例えばナフテン酸についての除去率の向上が記載され
ている。ここで、ナフテン酸は比較的小さな分子サイズを有する有機物（炭素数が例えば
１５～２０程度）である。しかし、本発明者らが検討したところ、特許文献１に記載の技
術を用いて、比較的大きな分子サイズを有する有機物（炭素数が例えば２０～２５程度の
有機物）を水中から除去しようとする場合、特許文献１に記載の技術には、除去効率に依
然改善の余地がある。
【０００７】
　本発明は前記課題に鑑みて為されたものである。即ち、本発明が解決しようとする課題
は、除去対象の有機酸を良好に除去可能な水処理方法及び有機酸の凝集剤を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは前記課題を解決するべく鋭意検討した結果、以下の知見を見出した。
　即ち、本発明の水処理方法は、繰り返して連結されることにより主鎖を構成し、９以上
１９以下の炭素数で構成された第一連結主鎖と、前記第一連結主鎖に直接又は間接に結合
され、被処理水中の有機酸を吸着する吸着サイトとしてのアミノ基と、を有する第一繰り
返し単位が複数連結されてなる第一高分子化合物を、前記被処理水に添加する第一高分子
添加ステップと、繰り返して連結されることにより主鎖を構成し、前記第一連結主鎖の炭
素数とは異なり、かつ、９以上１９以下の炭素数で構成された第二連結主鎖と、前記第二
連結主鎖に直接又は間接に結合され、前記被処理水中の有機酸を吸着する吸着サイトとし
てのアミノ基と、を有する第二繰り返し単位が複数連結されてなる第二高分子化合物を、
前記被処理水に添加する第二高分子添加ステップと、を含むものである。その他の解決手
段は発明を実施するための形態において後記する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、除去対象の有機酸を良好に除去可能な水処理方法及び有機酸の凝集剤
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態の水処理方法における有機物（有機酸）の凝集方法を説明する図であ
り、（ａ）は本実施形態の凝集剤と有機物とが共存した状態、（ｂ）は本実施形態の凝集
剤により有機物が捕捉された状態である。
【図２】オイル＆ガス随伴水についてのガスクロマトグラムを簡略化して示したものであ
る。
【図３】ポリアクリル酸における吸着サイト間距離を説明する図である。
【図４】本実施形態の凝集剤における吸着サイト間距離を説明する図である。
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【図５】本実施形態の水処理方法のフローである。
【図６】本実施形態の別の水処理方法のフローである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態（本実施形態）について説明する。
【００１２】
　はじめに、本実施形態の水処理方法の概念的な内容について、図１及び図２を参照しな
がら説明する。次いで、本実施形態の水処理方法の具体的な内容について、図３～図５を
参照しながら説明する。
【００１３】
　なお、本実施形態の水処理方法に用いられる凝集剤は、有機物を除去するものである。
有機物であればどのようなものであってもよいが、本実施形態の水処理方法は、有機物と
しての有機酸の除去に対して好適である。ここで、本実施形態において「有機酸」とは、
分子内に酸性官能基（カルボキシル基、芳香族性ヒドロキシル基、スルホン酸基等）が少
なくとも一つ含まれている化合物を表すものとする。従って、例えば、カルボキシル基と
アミノ基とを一つずつ含むため、電荷が全体として０になる化合物もありうるが、このよ
うな化合物も「有機酸」というものとする。
【００１４】
　また、以下の説明においては、主に、オイル田やガス田からの随伴水（以下、適宜、単
に「随伴水」という）に含まれる有機物（例えば有機酸）の除去を例に挙げているが、除
去可能な有機物は随伴水中の有機物に限られるものではない。また、随伴水の場合には、
詳細は後記するが、広範な分子サイズの有機物が含まれているが、比較的狭い範囲の分子
サイズの有機物が含まれている水に対しても、本実施形態の水処理方法や凝集剤は適用す
ることができる。
【００１５】
　図１は、実施形態の水処理方法における有機物（有機酸）の凝集方法を説明する図であ
り、（ａ）は本実施形態の凝集剤と有機物とが共存した状態、（ｂ）は本実施形態の凝集
剤により有機物が捕捉された状態である。詳細は後記するが、本実施形態の水処理方法は
、本実施形態の有機物の凝集剤（以下、適宜、単に「凝集剤」又は「凝集剤１」という）
を用いて行われる。
【００１６】
　図１（ａ）に示すように、凝集剤１は、直鎖状の主鎖１ａと、主鎖１ａに結合された吸
着サイト１ｂとを備えて構成されている。ここで、詳細は後記するが、凝集剤１は、繰り
返し単位が複数連結されてなる（即ち繰り返されてなる）高分子化合物である。この繰り
返し単位には、主鎖１ａを構成する連結主鎖（図１では図示しない）と、吸着サイト１ｂ
とが含まれている。吸着サイト１ｂは、有機物（例えば有機酸）が吸着可能なもの（例え
ばアミノ基）である。また、凝集剤１を随伴水に添加した直後には、凝集材１は、凝集対
象となる有機物２とともに併存している。有機物２の分子量は比較的小さく、そのままで
は随伴水からの除去が困難である。
【００１７】
　図１（ａ）の状態において随伴水を攪拌混合し、凝集剤１を随伴水の全体に一様に分散
させると、図１（ｂ）に示すように、有機物２が、凝集剤１の吸着サイト１ｂに吸着する
。具体的には、図１の例では、凝集剤１の吸着サイト１ｂを構成するアミノ基と、有機物
２としての有機酸に含まれるカルボキシル基とが、イオン結合によって結合する。このと
き、必要に応じて、塩化鉄等が添加されてもよい。凝集剤１とのイオン結合により、有機
物２の分子量が極めて大きなものとなり、随伴水に溶解しきれず、凝集剤１とともに有機
物２が沈殿する。このようにすることで、随伴水から有機物２を除去することができる。
【００１８】
　図２は、随伴水についてのガスクロマトグラムを簡略化して示したものである。図２の
横軸は保持時間、縦軸は強度である。図２中の太線のグラフと細線のグラフとは、異なる
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場所で実際に採取された随伴水を用いたグラフである。図２に示すガスクロマトグラムは
、ほぼ無極性のカラムを用いて得られたものである。従って、保持時間が長いほど、分子
サイズ（分子量）が大きいことになる。例えば、標準指標炭素マーカを用いて測定すると
、例えば炭素数１６（Ｃ１６）の分子の保持時間は１６分～１７分程度、例えば炭素数２
０（Ｃ２０）の分子の保持時間は２０分～２１分程度である。
【００１９】
　また、縦軸の強度が大きければ大きいほど、有機物が多く含まれていることになる。具
体的には、図２においては、太線で示されるグラフの最大ピーク（炭素数２０程度）の強
度は、細線で示されるグラフの最大ピーク（炭素数２０程度）の強度を１としたときの相
対値として、およそ１．４であった。このことは、太線で示されるグラフが得られた随伴
水には、炭素数２０程度の有機物が、細線で示されるグラフが得られた随伴水中の炭素数
２０程度の有機物含有量に対して、およそ１．４倍多く含まれていることを意味している
。
【００２０】
　図２に示すように、太線及び細線のいずれにおいても、強度の相異（即ち、有機物の含
有量の相異）があるものの、およそＣ１６～Ｃ２６の付近で広範なピークが検出されてい
る。このことは、分子サイズの異なる有機物が随伴水に大量に含まれていることを表して
いる。特に、随伴水に特徴的なのは、他の水処理（例えば下水処理等）で対象とする有機
物成分に比べて、含まれる有機物の分子サイズが大きいことである。具体的には、これま
での水処理で対象とする有機物はＣ１０程度以下の有機物が主であった。しかし、随伴水
では、図２に示すように、Ｃ１６～Ｃ２６程度の分子サイズの有機物であり、従来の対象
としていた有機物よりもさらに大きなサイズを有している。
【００２１】
　従来、例えば下水処理等において、含まれる有機物を除去するために、たとえばポリア
クリル酸等の高分子化合物が用いられてきた。ポリアクリル酸は、以下の式（１）で表さ
れる高分子化合物である。なお、式（１）中、ｎは重合度を表す整数である。
【化１】

【００２２】
　水中の有機物は、例えばイオン結合、水素結合、ファンデルワールス力等により、カル
ボキシル基（水中ではカルボキシルイオン。以下同じ）に吸着する。即ち、このカルボキ
シル基が吸着サイトになる。ここで、図３に示すように「吸着サイト間距離」を定義する
。即ち、「吸着サイト間距離」とは、本明細書においては、一つの吸着サイト（図３では
カルボキシル基）が結合する、主鎖を構成する炭素と、当該一つの吸着サイトに隣接する
吸着サイトが結合する、主鎖を構成する炭素との間に存在する炭素－炭素結合の数で表す
ものとする。なお、環構造を含む場合には、吸着サイト間距離は、厳密には炭素－炭素結
合の数と一致しないが、本明細書では便宜的に、環構造を含まない場合と同様に扱うもの
とする。
【００２３】
　より具体的には、図３に示すポリアクリル酸においては、一つのカルボキシル基が結合
する、主鎖を構成する炭素と、当該一つのカルボキシル基に隣接するカルボキシル基が結
合する、主鎖を構成する炭素との間には、炭素が一つ存在する。従って、ポリアクリル酸
における吸着サイト間距離は、炭素－炭素結合が２つ分となる。そして、この場合には、
記載の簡略化のために、「吸着サイト間距離は炭素数２である」というものとする。以下
の記載においても同様である。
【００２４】
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　このように定義すると、ポリアクリル酸の吸着サイト間距離は炭素数２であり、距離が
比較的短い。そのため、本発明者らが検討したところ、ポリアクリル酸を用いて、随伴水
に含まれる大きな分子サイズの有機物を吸着除去しようとした場合、以下のような課題が
発生することがわかった。
【００２５】
　具体的には、まず、吸着効率（除去効率）の低下が挙げられる。図３に示す吸着サイト
間距離に対して吸着すべき有機物が大きい場合、例えば一つの吸着サイト（図３ではカル
ボキシル基）に有機物が一つ吸着してしまうと、当該有機物の立体障害により、当該吸着
サイト近傍の別の吸着サイトに、吸着対象である別の有機物が吸着することが困難である
。そのため吸着サイトの利用効率が低下することになり、有機物の除去効率が低下するこ
とになる。
【００２６】
　また、有機物が吸着できない吸着サイトが増加することに伴って、新たな課題も生じる
。具体的には、前記のように別の有機物が吸着することが困難ではあるが、分子サイズの
小さい水分子は、立体障害があっても、吸着サイトが空いていれば当該吸着サイトに吸着
し易い。そのため、凝集剤が沈殿した場合、水分子が吸着サイトに多く吸着しているため
、沈殿物の含水率が大きくなる。含水率の高い凝集物は、その重量や体積が大きく、廃棄
物としての処理に大きな労力をかけることになる。これは、プロセスコストを高くする結
果を生む。
【００２７】
　これらのことを考慮すると、除去対象物である有機物の分子サイズと、凝集剤における
吸着サイト間距離との関係が重要であることがわかる。そこで、随伴水に含まれる有機物
のような、従来よりも大きな分子サイズの有機物を効率よく凝集させるためには、凝集剤
の吸着サイト間距離を大きく（即ち連結主鎖を構成する炭素数を多く）すればよい。これ
により、除去効率を向上させることができる。しかも、前記のように、凝集物の含水率を
低下させることができる。
【００２８】
　また、図２に示すように、随伴水中には様々な分子サイズの有機物が含まれており、分
子分布が広い。そこで、このような広い分子量分布を有する水から有機物を効率よく除去
するためには、吸着サイト間距離の異なる凝集剤を二種以上用いればよいことがわかる。
これにより、広い分子分布の有機物を含む随伴水であっても、分子サイズによらず、満遍
なく有機物を除去することができる。
【００２９】
　以上の点を考慮し、本実施形態の凝集剤としては、吸着サイト間距離の異なる二つの高
分子化合物（第一高分子化合物及び第二高分子化合物）を備えるものである。即ち、本実
施形態の凝集剤は、繰り返して連結されることにより主鎖を構成する第一連結主鎖と、前
記第一連結主鎖に直接又は間接に結合され、被処理水中の有機物を吸着する吸着サイトと
、を有する第一繰り返し単位が複数連結されてなる第一高分子化合物と、繰り返して連結
されることにより主鎖を構成し、前記第一連結主鎖とは異なる炭素数の第二連結主鎖と、
前記第二連結主鎖に直接又は間接に結合され、前記被処理水中の有機物を吸着する吸着サ
イトと、を有する第二繰り返し単位が複数連結されてなる第二高分子化合物と、を備える
ものである。
【００３０】
　第一高分子化合物及び第二高分子化合物の具体的な構造は、前記の構造を有していれば
特に制限はされない。ただし、第一高分子化合物の具体的な構造としては、以下の式（２
）で示される構造が好ましい。また、第二高分子化合物の具体的な構造としては、以下の
式（３）に示される構造が好ましい。
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【化２】

　式（２）中、ｐは、大括弧で括られる繰り返し単位（第一繰り返し単位）の重合度を表
す２以上の整数である。
【００３１】
【化３】

　式（３）中、ｑは、大括弧で括られる繰り返し単位（第二繰り返し単位）の重合度を表
す２以上の整数である。
【００３２】
　Ｒ１及びＲ３は、Ｒ１及びＲ３に結合するＣＨ基とともに連結主鎖を構成するものであ
る。そして、一つの連結主鎖に一つの吸着サイトが結合している場合には、この「連結主
鎖」を構成する炭素数が、前記の吸着サイト間距離となる。ここで、便宜上、式（２）の
第一高分子化合物においては、この連結主鎖のことを第一連結主鎖といい、式（３）の第
二高分子化合物においては、この連結主鎖のことを第二連結主鎖というものとする。従っ
て、第一連結主鎖の炭素数とは、式（２）のＲ１の炭素数に１を加えたものであり、第二
連結主鎖の炭素数とは、式（３）のＲ３の炭素数に１を加えたものになる。また、第一連
結主鎖は、式（２）で表される第一高分子化合物を構成する繰り返し単位（第一繰り返し
単位）同士を連結するものであり、第二連結主鎖は、式（３）で表される第二高分子化合
物を構成する繰り返し単位（第二繰り返し単位）同士を連結するものである。従って、こ
れらの連結主鎖が複数繰り返して連結されると、図１に示した主鎖１ａが形成される。
【００３３】
　Ｒ１及びＲ３には炭素原子が含まれているが、第一連結主鎖と第二連結主鎖とで、含ま
れる炭素数が異なっている。ここで、第一高分子化合物及び第二高分子化合物の吸着サイ
ト間距離について、図４に示すように定義する（第二高分子化合物についても同じである
ため、第二高分子化合物については図示省略。）。この定義の仕方は、図３に示したポリ
アクリル酸における吸着サイト間距離の定義の仕方と同じである。そうすると、Ｒ１及び
Ｒ３の炭素数が異なれば、吸着サイト間距離も異なることになる。従って、本実施形態に
おいては、吸着サイト間距離が異なることを示すために、Ｒ１及びＲ３の炭素数により、
第一高分子化合物及び第二高分子化合物の物性を特定している。
【００３４】
　吸着サイト間距離を決定するＲ１及びＲ３の具体的な炭素数は特に制限されないが、８
以上１８以下であることが好ましい。ただし、Ｒ１及びＲ３のうちの一方のみがこの範囲
を満たすようにしてもよい。また前記のように、Ｒ１の炭素数とＲ３の炭素数とは異なる
ものとする。この範囲とすることで、特に随伴水に含まれる有機物をより好適に凝集させ
て除去することができる。
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【００３５】
　また、Ｒ１及びＲ３の炭素数が多くなればなるほど、疎水性の傾向になり、第一高分子
化合物及び第二高分子化合物の水溶性が低下する傾向にある。そこで、これらの水溶性を
向上させる観点から、Ｒ１及びＲ３には、親水性官能基が含まれることが好ましく、具体
的には、親水性の酸素原子が含まれることが好ましい。ただし、Ｒ１及びＲ３のうちの一
方のみに、親水性官能基が含まれるようにしてもよい。親水性の酸素原子とは、例えば水
分子と水素結合を形成可能な酸素原子であり、より具体的には例えば、エーテル基、水酸
基、エステル基、カルボキシル基等が挙げられる。これらは第一連結主鎖及び第二連結主
鎖を構成するものであってもよく、これらの主鎖に側鎖として結合するものであってもよ
い。
【００３６】
　さらに、Ｒ１及びＲ３の炭素数が多くなればなるほど疎水性の傾向になることは前記の
通りであるが、分子内で疎水性部位が強くなると、分子内の疎水性部位同士が引き合って
、分子の形状が丸くなる傾向になる。そこで、分子の形状が丸くなることを抑制するため
に、Ｒ１及びＲ３は、剛直な構造を有することが好ましい。ただし、Ｒ１及びＲ３のうち
の一方のみが剛直な構造を有していてもよい。具体的には、Ｒ１及びＲ３は、不飽和結合
（二重結合や三重結合）を有することが好ましい。これにより、不飽和結合部分での炭素
－炭素結合の回転が抑制され、分子の形状が丸く変化することを抑制することができる。
【００３７】
　また、Ｒ１及びＲ３には、環構造が含まれていることが好ましい。ただし、Ｒ１及びＲ

３のうちの一方のみが環構造を有するようにしてもよい。環構造の具体例としては、例え
ばベンゼン環等の芳香環、シクロ環等の脂肪族環等が挙げられる。環構造が含まれること
により、第一連結主鎖や第二連結主鎖に立体的な障害が生じることになり、吸着サイトへ
の有機物の吸着を促すことができる。
【００３８】
　ＲＡ及びＲＢは、水中の有機物を吸着させる吸着サイトである。吸着サイトであるＲＡ
及びＲＢは、除去対象となる有機物の種類に応じて適宜選択すればよく、具体的な種類は
特に制限されるものではない。ただし、ＲＡ及びＲＢは、除去対象となる有機物に対して
イオン結合や水素結合等を形成するものが好ましく、具体的には、ＲＡ及びＲＢは、それ
ぞれ独立して、カルボキシル基、スルホン酸基、アミノ基及び水酸基からなる群より選ば
れる少なくとも一種であることが好ましい。例えば、スルホン酸基は、水中でほぼ全てが
－ＳＯ３

－の形態に電離しているため、強アルカリ性を有する有機物を吸着する場合に好
ましい。また、例えば、アミノ基は、水中で－ＮＨ３

＋の形態となるため、酸性の有機物
を吸着する場合に好ましい。
【００３９】
　Ｒ２は、第一連結主鎖に対してＲＡを結合するものであり、Ｒ４は、第二連結主鎖に対
してＲＢを結合するものである。Ｒ２やＲ４が存在する場合には、第一連結主鎖に対して
ＲＡが間接的に結合していることになり、第二連結主鎖に対してＲＢが間接的に結合して
いることになる。ただし、Ｒ２やＲ４は、存在しなくてもよい。この場合、第一連結主鎖
に対してＲＡが直接結合していることになり、第二連結主鎖に対してＲＢが直接結合して
いることになる。
【００４０】
　なお、第一高分子化合物及び第二高分子化合物の随伴水中での挙動の制御のし易さの観
点から、Ｒ１とＲ３との炭素数のみが異なること以外は、第一高分子化合物と第二高分子
化合物とは同じ構造を有することが好ましい。具体的には、例えば、Ｒ２とＲ４とが同じ
であり、ＲＡとＲＢとが同じであり、ｐとｑとの値が同じであることが好ましい。
【００４１】
　図５は、本実施形態の水処理方法のフローである。図５を参照しながら、前記の凝集剤
を用いた水処理方法を説明する。図５では、除去対象物である有機物の一例として随伴水
中の有機酸（図２も併せて参照）を挙げているが、随伴水に限られるものではない。また
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、図５において、凝集剤Ａ及び凝集剤Ｂは、第一高分子化合物及び第二高分子化合物に相
当し、これら高分子化合物の連結主鎖の炭素数が大きいものを凝集剤Ａ、連結主鎖の炭素
数が凝集剤Ｂの連結主鎖よりも小さいものを凝集剤Ｂとしている。
【００４２】
　まず、炭素数の大きい凝集剤Ａと、炭素数の小さい凝集剤Ｂとが混合される（ステップ
Ｓ１０１）。そして、凝集剤Ａと凝集剤Ｂとの混合物が、随伴水に添加される（ステップ
Ｓ１０２）。その後、速やかに随伴水が十分に攪拌されて、随伴水の全体に凝集剤の混合
物が混合される（ステップＳ１０３）。そうすると、随伴水に含まれる有機酸が、その分
子サイズに応じて凝集剤Ａ又は凝集剤Ｂに吸着し、有機酸は凝集されてフロックが形成さ
れる（ステップＳ１０４）。最後に、形成したフロックが濾過等により除去されることで
（ステップＳ１０５）、随伴水中の有機物が除去されることになる。
【００４３】
　このように、炭素数の異なる凝集剤Ａ及び凝集剤Ｂを予め混合して随伴水に添加する（
凝集剤Ａの添加と凝集剤Ｂの添加とを一緒に行う）ことで、有機物の除去プロセスを簡略
化することができる。
【００４４】
　また、凝集剤Ａの添加と、凝集剤Ｂの添加とは、別々に行われる（即ち、これらの添加
が時間差を設けて行われる）ようにしてもよい。このようにすることで、有機物の除去効
率を向上させることができる。この点を、図６を参照しながら説明する。
【００４５】
　図６は、本実施形態の別の水処理方法のフローである。まず、随伴水に対して、炭素数
の大きい凝集剤Ａが添加される（ステップＳ２０１）。そして、随伴水は、十分に攪拌及
び混合される（ステップＳ２０２）。これにより、随伴水の全体に対して、凝集剤Ａが拡
散される。次いで、炭素数の小さい凝集剤Ｂが、随伴水に対して添加される（ステップＳ
２０３）。これにより、随伴水の全体に対して、凝集剤Ｂが拡散される。その後は、図５
に示したフローと同様にフロックが形成され（ステップＳ１０４）、フロックが除去され
る（ステップＳ１０５）。これにより、随伴水中の有機酸が除去される。
【００４６】
　図６に示すフローでは、炭素数の大きい凝集剤Ａが先に随伴水に添加されている。凝集
剤Ａと凝集剤Ｂとの構造を比較したときに、連結主鎖の炭素数が異なること以外は同じ構
造を有するものとすると、凝集剤Ａの分子サイズの方が、凝集剤Ｂの分子サイズよりも大
きくなる。分子サイズの大きいものほど疎水性が強くなるため、分子サイズの大きな凝集
剤Ａをはじめに添加することで、随伴水中の大きな分子量の有機物を先に十分に凝集させ
ることができる。そのため、凝集剤Ｂの添加時、随伴水中の、大きな分子サイズの有機物
の含有量が減っているため、凝集剤Ｂの吸着サイトの利用効率を向上させることができる
。従って、有機物の除去効率をいっそう向上させるという観点からは、炭素数の大きい凝
集剤Ａを添加した後に、時間差を設けて、炭素数の小さい凝集剤Ｂを添加することが好ま
しい。
【００４７】
　ただし、形成されるフロックの除去のし易さという観点からは、炭素数の小さい凝集剤
Ｂを先に添加し、次いで、炭素数の大きい凝集剤Ａを添加することも好ましい。具体的に
は、はじめに炭素数の小さい凝集剤Ｂを添加することで、有機物とともにマイクロフロッ
クが形成される。そして、その後に炭素数の大きい凝集剤Ａを添加すると、マイクロフロ
ックとともに分子サイズの大きな有機物が凝集されて、大きなフロックが形成される。そ
のため、フロック除去時に目の粗いフィルタ等を用いることができ、フロックが除去し易
くなるという利点がある。
【００４８】
　以上のように、凝集剤Ａと凝集剤Ｂとの混合の順番やタイミングは、除去効率や除去コ
スト等を勘案して、適宜に決定することができる。
【００４９】
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　なお、凝集剤は、凝集剤Ａ及び凝集剤Ｂの二種のみが添加される必要はなく、連結主鎖
の炭素数が異なる別の凝集剤をさらに添加してもよい。
【実施例】
【００５０】
　以下、本実施形態を、実施例を挙げてより具体的に説明する。
【００５１】
〔模擬水の調製〕
　図２に示した随伴水に対する本実施形態の水処理方法を評価するため、当該随伴水を模
した模擬水を調製した。模擬水は、純水に、ヘキサデカン酸（Ｃ１６Ｈ３２Ｏ２）、オク
タデカン酸（Ｃ１８Ｈ３６Ｏ２）、ナフテン酸（炭素数が２０～２６程度のカルボン酸を
少なくとも含む）等を混合して得られたものである。また、できるだけ実際の随伴水の組
成に近付けるために、模擬水には、無機イオン（ナトリウムイオン、カリウムイオン、マ
グネシウムイオン、カルシウムイオン）等も含有させた。含有量として、ナトリウムイオ
ン濃度は２００ｐｐｍとし、それ以外の無機イオン濃度は２０ｐｐｍとした。
【００５２】
　また、この模擬水のＣＯＤ（Chemical Oxygen Demand；化学的酸素要求量）は２００ｍ
ｇ／Ｌであった。なお、ここでのＣＯＤは欧米で広く用いられている二クロム酸カリウム
を用いたＣＯＤである。ＣＯＤが小さければ小さいほど、含まれる有機物の量が少ないこ
とを表している。
【００５３】
〔実施例１〕
　実施例１においては、図５に示すフローに従って凝集剤Ａ及び凝集剤Ｂを混合して添加
し、水処理方法の評価を行った。図５に示す凝集剤Ａとして、連結主鎖の炭素数が１７（
即ち吸着サイト間距離が炭素数１７。また、前記式（２）において、Ｒ１の炭素数が１６
）の凝集剤を用いた。また、凝集剤Ｂとして、連結主鎖の炭素数が１１（即ち吸着サイト
間距離が炭素数１０。また、前記式（３）において、Ｒ３の炭素数が１０）の凝集剤を用
いた。炭素数が異なること以外は、凝集剤Ａの構造と凝集剤Ｂの構造とは同じである。
【００５４】
　まず、調製した模擬水を凝集槽に入れた。そして、一定速度で攪拌中、凝集剤Ａと凝集
剤Ｂとの混合物を添加及び撹拌し、形成したフロックを除去した。そして、フロックを除
去した後の水（処理水）のＣＯＤを測定したところ、ＣＯＤは４０ｍｇ／Ｌであった。
【００５５】
　このように、凝集剤Ａと凝集剤Ｂとの混合物を模擬水に添加した場合、有機物の含有量
は、１／５まで低下した。このように、連結主鎖の炭素数が異なる２種の凝集剤を用いる
ことで、有機物を十分に除去することができることがわかった。
【００５６】
〔実施例２〕
　図６に示すフローに従って凝集剤Ａ及び凝集剤Ｂを順次添加したこと以外は実施例１と
同様にして、水処理方法の評価を行った。その結果、水処理後の処理水のＣＯＤは３０ｍ
ｇ／Ｌであった。
【００５７】
　実施例１とは異なり、凝集剤Ａと凝集剤Ｂとは時間差を設けて模擬水に添加されている
が、この場合でも十分に有機物を除去することができた。特に、水処理後のＣＯＤは実施
例１の場合よりも低く、凝集剤Ａと凝集剤Ｂとを時間差を設けて混合することで、より十
分に有機物を除去することができることがわかった。
【００５８】
〔比較例〕
　凝集剤Ａ及び凝集剤Ｂを用いず、前記式（１）で表されるポリアクリル酸を用いたこと
以外は実施例１と同様にして、処理水のＣＯＤを測定した。その結果、ＣＯＤは１００ｍ
ｇ／Ｌであった。このように、従来から用いられているポリアクリル酸を用いた場合、模
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擬水に含まれる有機物は１／２までしか除去できなかった。このように、含まれる有機物
の分子サイズが様々であると、従来の凝集剤であるポリアクリル酸では有機物の十分な除
去ができないことがわかった。
【００５９】
〔まとめ〕
　以上の結果から、本実施形態の水処理方法（実施例１及び実施例２）によれば、様々な
分子サイズの有機物が含まれている水に対しても、従来の水処理方法（比較例）と比べて
、２．５倍～３倍程度も多くの有機物を除去できることがわかった。即ち、本実施形態に
よれば、除去対象の有機物を良好に除去可能であることがわかった。
【符号の説明】
【００６０】
１　凝集剤
１ａ　主鎖
１ｂ　吸着サイト
２　有機物

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】
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